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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】粒子径分布測定装置の測定精度に対する信頼性
を向上させる。
【解決手段】測定対象ガスに含まれる粒子の粒子径分布
を測定する粒子径分布測定装置４の粒子径分布測定結果
を補正する方法であって、測定対象ガスに含まれる粒子
数を凝縮粒子カウンタ３により測定した粒子数測定結果
と凝縮粒子カウンタ３の計数効率を示す値とをパラメー
タとして算出される補正係数を用いて粒子径分布測定結
果を補正又は粒子径分布測定装置４を校正する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　測定対象ガスに含まれる粒子の粒子径分布を測定する粒子径分布測定装置の粒子径分布
測定結果を補正する方法であって、
　前記測定対象ガスに含まれる粒子数を凝縮粒子カウンタにより測定した粒子数測定結果
と前記凝縮粒子カウンタの計数効率を示す値とをパラメータとして算出される補正係数を
用いて前記粒子径分布測定結果を補正する補正方法。
【請求項２】
　前記補正係数は、前記凝縮粒子カウンタの粒子数測定結果と、補正前の前記粒子径分布
測定結果における径毎の粒子数濃度及び当該径毎の前記凝縮粒子カウンタの計数効率を示
す値とをパラメータとして算出されるものである、請求項１記載の補正方法。
【請求項３】
　前記補正係数は、補正前の前記粒子径分布測定結果における径毎の粒子数濃度に当該径
毎の前記凝縮粒子カウンタの計数効率を示す値を重み付けし、それぞれ重み付けされた粒
子数濃度を積算して得られる積算粒子数濃度と、前記凝縮粒子カウンタにより得られた粒
子数濃度との関係により求められるものである、請求項１又は２記載の補正方法。
【請求項４】
　前記補正係数は、以下の式により求められる、請求項１乃至３の何れか一項に記載の補
正方法。
【数２】

　ここで、ＣＣＰＣは、前記凝縮粒子カウンタにより得られた粒子数濃度である。
　また、Σｃｋ×ｘｋは、補正前の前記粒子径分布測定結果における径毎の粒子数濃度（
ｃ１～ｃｎ）に当該径毎の前記凝縮粒子カウンタの計数効率を示す値（ｘ１～ｘｎ）を重
み付けし、それぞれ重み付けされた粒子数濃度（ｃ１×ｘ１～ｃｎ×ｘｎ）を積算して得
られる積算粒子数濃度である。
【請求項５】
　測定対象ガスに含まれる粒子の粒子径分布を測定する粒子径分布測定装置の校正方法で
あって、
　前記測定対象ガスに含まれる粒子数を凝縮粒子カウンタにより測定した粒子数測定結果
と前記凝縮粒子カウンタの計数効率を示す値とをパラメータとして算出される補正係数を
用いて前記粒子径分布測定装置を校正する校正方法。
【請求項６】
　測定対象ガスに含まれる粒子の粒子径分布を測定する粒子径分布測定装置であって、
　前記測定対象ガスに含まれる粒子数を凝縮粒子カウンタにより測定した粒子数測定結果
を受け付ける受付部と、
　前記粒子数測定結果及び前記凝縮粒子カウンタの計数効率を示す値をパラメータとして
算出される補正係数を用いて算出した粒子径分布を補正する補正部とを備える、粒子径分
布測定装置。
【請求項７】
　前記補正部により補正された粒子径分布を用いて、粒子の個数、表面積、体積又は質量
濃度を算出する算出部をさらに備える、請求項６記載の粒子径分布測定装置。
【請求項８】
　測定対象ガスに含まれる粒子数を測定する凝縮粒子カウンタと、
　測定対象ガスに含まれる粒子の粒子径分布を測定する粒子径分布測定装置と、
　前記凝縮粒子カウンタにより測定した粒子数測定結果と前記凝縮粒子カウンタの計数効
率を示す値とをパラメータとして算出される補正係数を用いて前記粒子径分布測定装置に
より得られた粒子径分布測定結果を補正する補正部とを備える、ガス分析システム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、粒子径分布測定装置の補正方法、粒子径分布測定装置の校正方法、粒子径分
布測定装置、及び、ガス分析システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、排ガス等の測定対象ガスに含まれる粒子の計数には、凝縮粒子カウンタ（ＣＰＣ
：Ｃｏｎｄｅｎｓａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｉｃｌｅ　Ｃｏｕｎｔｅｒ）が用いられている。
この凝縮粒子カウンタは、過飽和のアルコール雰囲気中に、粒子を通過させて大きな径に
成長させた後、スリットから排出し、出てきた粒子をレーザ光で計数するものである。
【０００３】
　一方で、排ガス等の測定対象ガスに含まれる粒子の粒子径分布を測定することも行われ
ており、この粒子径分布の測定は、測定対象ガスに含まれる粒子を静電分級器により分級
し、分級された粒子を検出して、粒子径とその粒子数濃度（個数濃度）との関係である粒
子径分布を求める粒子径分布測定装置が用いられている（例えば、特許文献１）。なお、
粒子数濃度（個数濃度）は、例えば単位体積当たりに含まれる粒子数である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－２１４９３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、上記の凝縮粒子カウンタは、その校正法及びトレーサビリティが確立されて
おり、その測定精度に対して信頼性が確保されている。一方で、静電分級器を用いて粒子
径分布を測定する粒子径分布測定装置では、その校正法及びトレーサビリティが確立され
ておらず、その測定精度に対して信頼性が確保されていない。
【０００６】
　そこで本発明は上記問題点を解決すべくなされたものであり、粒子径分布測定装置の測
定精度に対する信頼性を向上させることをその主たる課題とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　すなわち本発明に係る粒子径分布測定装置の補正方法は、測定対象ガスに含まれる粒子
の粒子径分布を測定する粒子径分布測定装置の粒子径分布測定結果を補正する方法であっ
て、前記測定対象ガスに含まれる粒子数を凝縮粒子カウンタにより測定した粒子数測定結
果と前記凝縮粒子カウンタの計数効率を示す値とをパラメータとして算出される補正係数
を用いて前記粒子径分布測定結果を補正することを特徴とする。
【０００８】
　このようなものであれば、校正法及びトレーサビリティが確立されている凝縮粒子カウ
ンタを用いて粒子径分布測定結果を補正しているので、粒子径分布測定装置の測定精度に
対する信頼性を向上させることができる。
【０００９】
　前記補正係数は、前記凝縮粒子カウンタの粒子数測定結果と、補正前の前記粒子径分布
測定結果における径毎の粒子数濃度及び当該径毎の前記凝縮粒子カウンタの計数効率を示
す値とをパラメータとして算出されるものであることが望ましい。
【００１０】
　具体的に前記補正係数は、補正前の前記粒子径分布測定結果における径毎の粒子数濃度
に当該径毎の前記凝縮粒子カウンタの計数効率を示す値を重み付けし、それぞれ重み付け
された粒子数濃度を積算して得られる積算粒子数濃度と、前記凝縮粒子カウンタにより得
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られた粒子数濃度との関係（例えば比）により求められるものであることが望ましい。
【００１１】
　また本発明に係る粒子径分布測定装置の校正方法は、測定対象ガスに含まれる粒子の粒
子径分布を測定する粒子径分布測定装置の校正方法であって、前記測定対象ガスに含まれ
る粒子数を凝縮粒子カウンタにより測定した粒子数測定結果と前記凝縮粒子カウンタの計
数効率を示す値とをパラメータとして算出される補正係数を用いて前記粒子径分布測定装
置を校正することを特徴とする。
【００１２】
　このようなものであれば、校正法及びトレーサビリティが確立されている凝縮粒子カウ
ンタを用いて粒子径分布測定装置を校正しているので、粒子径分布測定装置の測定精度に
対する信頼性を向上させることができる。
【００１３】
　さらに本発明に係る粒子径分布測定装置は、測定対象ガスに含まれる粒子の粒子径分布
を測定する粒子径分布測定装置であって、前記測定対象ガスに含まれる粒子数を凝縮粒子
カウンタにより測定した粒子数測定結果を受け付ける受付部と、前記粒子数測定結果及び
前記凝縮粒子カウンタの計数効率を示す値をパラメータとして算出される補正係数を用い
て算出した粒子径分布を補正する補正部とを備えることを特徴とする。
【００１４】
　このようなものであれば、校正法及びトレーサビリティが確立されている凝縮粒子カウ
ンタを用いて粒子径分布測定結果を補正することができるので、粒子径分布測定装置の測
定精度に対する信頼性を向上させることができる。
【００１５】
　ここで、粒子径分布測定装置は、前記補正部により補正された粒子径分布を用いて、粒
子の個数、表面積、体積又は質量濃度を算出する算出部をさらに備えることが望ましい。
【００１６】
　また本発明に係るガス分析システムは、測定対象ガスに含まれる粒子数を測定する凝縮
粒子カウンタと、測定対象ガスに含まれる粒子の粒子径分布を測定する粒子径分布測定装
置と、前記凝縮粒子カウンタにより測定した粒子数測定結果と前記凝縮粒子カウンタの計
数効率を示す値とをパラメータとして算出される補正係数を用いて前記粒子径分布測定装
置により得られた粒子径分布測定結果を補正する補正部とを備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　以上に述べた本発明によれば、粒子径分布測定装置の測定精度に対する信頼性を向上さ
せることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の一実施形態に係るガス分析システムの構成を模式的に示す図である。
【図２】同実施形態の粒子径分布分析装置における演算装置の機能構成を示す模式図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の一実施形態に係るガス分析システムについて、図面を参照しながら説明
する。
【００２０】
＜装置構成＞
　本実施形態のガス分析システム１００は、排ガスに含まれる粒子状物質の数（ＰＮ：Ｐ
ａｒｔｉｃｕｌａｔｅ　Ｎｕｍｂｅｒ、以下「粒子数」という。）及びその粒子径分布を
測定するものである。排ガスは、内燃機関に接続された排気管から排出されるものであり
、定容量サンプリング装置（ＣＶＳ：Ｃｏｎｓｔａｎｔ　Ｖｏｌｕｍｅ　Ｓａｍｐｌｅｒ
）等で希釈された後に、その一部が採取されてガス分析システム１００に導入される。な
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お、ＣＶＳとは別に希釈用ガスで希釈するものであっても良いし、希釈しないものであっ
ても良い。
【００２１】
　具体的にこのガス分析システム１００は、図１に示すように、排ガスに所定の処理を行
う排ガス処理部２と、排ガス処理部２を通過した排ガスに含まれる粒子数を測定する凝縮
粒子カウンタ（ＣＰＣ）３と、排ガス処理部２を通過した排ガスに含まれる粒子の粒子径
分布を測定する粒子径分布測定装置４とを備えている。本実施形態では、ガス処理部２に
接続された流路Ｒが途中で分岐しており、一方の分岐流路Ｒ１が凝縮粒子カウンタ３に接
続され、他方の分岐流路Ｒ２が粒子径分布測定装置４に接続されている。
【００２２】
　排ガス処理部２は、排ガスに含まれる硫酸ミストやＳＯＦ（Ｓｏｌｕｂｌｅ　Ｏｒｇａ
ｎｉｃ　Ｆｒａｃｔｉｏｎ）からなる揮発性粒子を除去するための揮発性粒子除去部（Ｖ
ＰＲ：Ｖｏｌａｔｉｌｅ　Ｐａｒｔｉｃｌｅ　Ｒｅｍｏｖｅｒ）である。この揮発性粒子
除去部は、例えば加熱希釈器、蒸発管及び冷却希釈器を有している。
【００２３】
　凝縮粒子カウンタ３は、過飽和のアルコール（ブタノール等）雰囲気中に、粒子を通過
させて大きな径に成長させた後、スリットから排出し、出てきた粒子をレーザ光で計数す
るものである。なお、凝集粒子カウンタは、その校正法及びトレーサビリティが確立され
た測定機器である。
【００２４】
　粒子径分布測定装置４は、排ガスに含まれる粒子をその径に応じて分級し、分級された
径ごとに粒子を検出して、粒子径分布を算出するものである。
【００２５】
　具体的に粒子径分布測定装置４は、微分型静電分級器４１（ＤＭＡ：Ｄｉｆｆｅｒｅｎ
ｔｉａｌ　ｍｏｂｉｌｉｔｙ　ａｎａｌｙｚｅｒ）と、当該微分型静電分級器４１により
分級された径ごとに粒子を検出する多段のエレクトロメータ４２とを有している。
【００２６】
　また、粒子径分布測定装置４の演算装置４３は、多段のエレクトロメータ４２の検出信
号を取得することによって、連続的に粒子径分布の情報を算出する粒子径分布算出部４３
ａを有している（図２参照）。ここで、粒子径分布は、粒子径とその粒子数濃度（個数濃
度）との関係を示すものである。また、粒子数濃度（個数濃度）は、例えば単位体積当た
りに含まれる粒子数である。なお、演算装置４３は、ＣＰＵ、メモリ、入出力インターフ
ェース、ＡＤ変換器等を有する専用又は汎用のコンピュータである。このメモリに格納さ
れたプログラムに基づいて、ＣＰＵ及びその他の周辺機器が協働することによって、粒子
径分布測定の演算を行うように構成されている。
【００２７】
　さらに、本実施形態の演算装置４３は、凝縮粒子カウンタ３の粒子数測定結果及び凝縮
粒子カウンタ３の計数効率情報を受け付ける受付部４３ｂと、粒子数測定結果及び凝縮粒
子カウンタ３の計数効率をパラメータとして算出される補正係数Ａを用いて算出した粒子
径分布を補正する補正部４３ｃとを備えている。なお、演算装置４３は、補正部４３ｃに
より補正された粒子径分布を用いて、粒子の個数、表面積（単位体積当たりに含まれる粒
子の表面積を合計した量）、体積又は質量濃度（単位体積あたりに含まれる粒子質量）等
の二次情報を算出する二次情報算出部４３ｄをさらに備えている。
【００２８】
　ここで補正部４３ｃによる補正方法について詳述する。
　補正部４３ｃは、凝縮粒子カウンタ３の粒子数測定結果（粒子数データ）と、補正前の
粒子径分布測定結果（粒子径分布データ）における径毎の粒子数濃度及び当該径毎の凝縮
粒子カウンタ３の計数効率とをパラメータとして補正係数Ａを算出する。なお、補正部４
３ｃは、所定の粒子径範囲（例えば凝縮粒子カウンタ３の測定範囲）において、補正係数
Ａを算出してもよい。
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【００２９】
　具体的に補正部４３ｃは、補正前の粒子径分布データにおける径毎の粒子数濃度（ｃ１

～ｃｎ）（図１の右中の「粒子径－粒子数濃度」グラフ参照）に当該径毎の凝縮粒子カウ
ンタ３の計数効率ｘ１～ｘｎ（図１の右上の「粒子径－計数効率」グラフ参照）を重み付
けして、ｃ１×ｘ１、ｃ２×ｘ２、ｃ３×ｘ３、・・・、ｃｎ－１×ｘｎ－１、ｃｎ×ｘ

ｎを求める。
【００３０】
　そして、補正部４３ｃは、それぞれ重み付けされた粒子数濃度（ｃ１×ｘ１～ｃｎ×ｘ

ｎ）を積算して得られる積算粒子数濃度（ｃ１×ｘ１＋・・・＋ｃｎ－１×ｘｎ－１＋ｃ

ｎ×ｘｎ（＝Σｃｋ×ｘｋ））と、凝縮粒子カウンタ３の粒子数データから求まる粒子数
濃度（ＣＣＰＣ）との比（ＣＣＰＣ／Σｃｋ×ｘｋ）により、以下の式に示すように、補
正係数Ａを求める。なお、ここでは、凝縮粒子カウンタ３の計数効率自体を用いた例を示
しているが、計数効率から演算したものや、計数効率のように粒子径に応じて同様の傾向
を示すものであってもよい。
【００３１】
【数１】

【００３２】
　なお、補正係数Ａの算出は、所定の時間間隔で定期的に行うようにしても良いし、試験
スケジュールにおいて補正係数Ａを算出する工程を組み込んでもよい。
【００３３】
　そして補正部４３ｃは、粒子径分布算出部４３ａにより得られた粒子径分布データと、
算出した補正係数Ａとを用いて、粒子径分布データを補正する。つまり、補正部４３ｃは
、補正前の粒子径分布データにおける径毎の粒子数濃度（ｃ１～ｃｎ）に補正係数Ａを掛
けることによって、補正後の粒子径分布データを算出する。
【００３４】
　このように補正された補正後の粒子径分布データが演算装置４の例えばディスプレイ（
不図示）に出力されるとともに、二次情報算出部４３ｄによる粒子の個数、表面積、体積
又は質量濃度等の二次情報の算出に用いられる。算出された二次情報もディスプレイに出
力される。その他、補正後の粒子径分布データや二次情報を例えば演算装置４のメモリに
保存するようにしてもよい。
【００３５】
＜本実施形態の効果＞
　本実施形態のガス分析システム１００によれば、校正法及びトレーサビリティが確立さ
れている凝縮粒子カウンタ３を用いて粒子径分布測定結果を補正しているので、粒子径分
布測定装置４の測定精度に対する信頼性を向上させることができる。
【００３６】
　また、補正された粒子径分布を用いて粒子の個数、表面積、体積、質量濃度などを算出
することで、それらの測定精度も向上させることができる。
【００３７】
＜その他の変形実施形態＞
　なお、本発明は前記実施形態に限られるものではない。
【００３８】
　例えば、前記実施形態では、粒子径分布測定装置による粒子径分布を補正する構成であ
ったが、粒子径分布測定装置を凝縮粒子カウンタの粒子数データを用いて校正するように
してもよい。この校正においても、排ガスを凝縮粒子カウンタ及び粒子径分布測定装置の
両方に流して、前記実施形態と同様に補正係数Ａを求める。そして、この補正係数Ａを用
いて粒子径分布測定装置を校正する。
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【００３９】
　前記実施形態では、補正部が粒子数濃度を用いて補正係数Ａを算出しているが、粒子の
個数を用いて算出するようにしてもよい。
【００４０】
　また、ガス処理部４の後段部に希釈器を有する構成の場合には、当該希釈器と静電分級
器に流すシースガスを流す構成とを共用してもよい。これにより、排ガスが必要以上に希
釈されることを防止して、粒子径分布測定の高感度化を図ることができる。
【００４１】
　前記実施形態では、粒子径分布測定装置の補正部が粒子径分布測定結果を補正する構成
としているが、粒子径分布測定装置とは別に粒子径分布測定結果を補正する補正部を備え
る構成としてもよい。
【００４２】
　補正係数Ａは、粒子径分布測定を行う毎などのように定期的に行うことが望ましいが、
所定のタイミング（例えば製品出荷時や校正時）に算出した補正係数Ａを演算装置４のメ
モリに記憶しておき、当該記憶した補正係数Ａを用いて各粒子径分布測定結果を補正する
構成としておけば、凝縮粒子カウンタを接続しないものであってもよい。
【００４３】
　粒子径分布測定装置は、前記実施形態の他に、レーザ光を照射して得られる回折／散乱
光を検出して粒子径分布を測定するレーザ回折／散乱式粒子径分布測定装置や、カメラに
より得られた画像を解析して粒子径分布を測定する粒子径画像解析式粒子径分布測定装置
であってもよい。
【００４４】
　前記実施形態では、凝縮粒子カウンタ３の計数効率を示す値を用いて補正係数Ａを求め
ているが、計数効率を示す値の他に、粒子径に応じて変化する測定結果を補正するための
係数（例えば粒子径が小さいと測定精度が悪くなるのを補正する係数）を用いるような他
の分析装置を用いてもよい。
【００４５】
　さらに、ガス分析システムは、ガス処理部を有さない構成としてもよい。
【００４６】
　その他、本発明の趣旨に反しない限りにおいて様々な実施形態の変形や組み合わせを行
っても構わない。
【符号の説明】
【００４７】
１００・・・ガス分析装置
２　　・・・ガス処理部
３　　・・・凝縮粒子カウンタ
４　　・・・粒子径分布測定装置
４１　・・・微分静電分級器
４２　・・・エレクトロメータ
４３　・・・演算装置
４３ａ・・・粒子径分布算出部
４３ｂ・・・受付部
４３ｃ・・・補正部
４３ｄ・・・二次情報算出部

 



(8) JP 2020-79768 A 2020.5.28

【図１】 【図２】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

